
東京都港区芝三丁目３３番１号

取締役社長　田辺　和夫

中間貸借対照表（平成１８年９月３０日現在）
（単位：百万円）

金　　　　額  金　　　　額

（ 資  産  の  部 ） （ 負　債  の  部 ）

１８４,３４５  ８,２９７,０８４  

２５８,５００  ３２５,６７０  

７９,０５６  ２０６,２３８  

９５,２３９  ５２,４１６  

５６,３７３  ８４９,１９２  

３,９０９,０１５  ５,３６４  

７,１４８,９３０  １９５,５３７  

９４３  ５  

２８３,２０８  １９１,３１５  

１０８,２３６  １０６  

２３,０６７  １,１５２,３１７  

１５０,４８２  ９５,３２５  

２７９,７８７  １,９８０  

△ ６４,０４５  ８,７０９  

２７９,７８７  

１１,６６１,０５１  

（ 純　資　産　 の  部 ）

３５６,４４４  

１０５,７５８  

１０５,７５８  

２７６,５２８  

１３,００４  

２６３,５２４  

繰 越 利 益 剰 余 金 ２６３,５２４  

７３８,７３１  

１３６,６０７  

△ ７,７２３  

△ １５,５２７  

１１３,３５６  

８５２,０８８  

１２,５１３,１４０  １２,５１３,１４０  

平成18年12月20日

科　　　目 科　　　　目

現 金 預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

特 定 取 引 資 産

有 価 証 券

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

資 産 の 部 合 計

預 金

譲 渡 性 預 金

コ ー ル マ ネ ー

売 現 先 勘 定

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

特 定 取 引 負 債

借 用 金

外 国 為 替

無 形 固 定 資 産

社 債

新 株 予 約 権 付 社 債

信 託 勘 定 借

そ の 他 負 債

賞 与 引 当 金

支 払 承 諾

資 本 金

補 償 請 求 権 損 失 引 当 金

負 債 の 部 合 計

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

土 地 再 評 価 差 額 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

貸 倒 引 当 金

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

第６４期 中間決算公告

純 資 産 の 部 合 計



 

        

注 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

2. 金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格

差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引

の約定時点を基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上してお

ります。 

 特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間決算日の時

価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間決算日において決済し

たものとみなした額により行っております。 

3. 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子

会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式

及び投資信託受益証券については中間決算日前１カ月の市場価格の平均等、それ以外については

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないもの

については移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証

券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

4. デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

5. 有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属

設備を除く。）については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

   建 物   10年～50年 

   動 産    3年～ 8年 

 また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却する方法を採用

しております。 

6. 無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しております。 

7. 社債発行費は資産として計上し、３年間の均等償却を行っております。「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第19号平成18年８月11日）の経過措置に基づ

き従前の会計処理をしております。 

8. 外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社・子法人等株式を除き、

主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。  

9. 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権に

ついては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻

の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念

先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計

上しております。 

 破綻懸念先及び下記24．の貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債

務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もる

ことができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割

引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法。）

により引き当てております。 

 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基

づき計上しております。なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生

ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。 



 

        

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店及び審査各部が資産査定を実施し、

当該部署から独立した内部監査部が査定方法等の適正性を監査し、その査定結果に基づいて上記

の引当を行っております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価

額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から

直接減額しており、その金額は114,557百万円であります。  

10. 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のう

ち、当中間期に帰属する額を計上しております。 

11. 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。な

お、当中間期末は年金資産の額が退職給付債務に未認識過去勤務差異及び未認識数理計算上の差

異を加減した額を超過しているため前払年金費用として「その他の資産」に含めて計上しており

ます。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

  過去勤務債務    その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）に 

            よる定額法により損益処理 

  数理計算上の差異  各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（9年）によ 

            る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理    

12. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

13. 補償請求権損失引当金は、土地信託事業の状況により、将来、受託者として債務の立替等の負

担が生じ、それにより取得する補償請求権が毀損する可能性が高い場合に、当該損失を合理的に

見積り必要と認められる額を計上しております。 

14. 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商

品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報

告第24号。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相

場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利ス

ワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。 

15. 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお

ける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

監査委員会報告第25号。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法に

ついては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び

為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ

手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価してお

ります。  

 また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ

対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価

以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。 

 なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、時価ヘッジ、あるいは金利スワップの特例

処理を行っております。 

16.消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。 

 ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。 

17.取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権はありません。 

18.取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務はありません。 

19.関係会社の株式（及び出資）総額      254,220 百万円 

20. 有形固定資産の減価償却累計額 78,092 百万円 

21. 有形固定資産の圧縮記帳額 3,325 百万円 



 

        

22. 貸出金のうち、破綻先債権額は10,829百万円、延滞債権額は48,021百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事

由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸

出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税

法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に

規定する事由が生じている貸出金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は

支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

23. 貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は209百万円であります。 

 なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延して

いる貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

24. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は71,506百万円であります。 

 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸

出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

25. 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は130,566

百万円であります。 

 なお、22.から25.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

26. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これに

より受入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しており

ますが、その額面金額は8,222百万円であります。 

27. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

 担保に供している資産 

   有価証券       1,250,382百万円 

   貸 出 金 215,328百万円 

 担保資産に対応する債務 

   預  金 4,523百万円 

コールマネー 110,000百万円 

売現先勘定        52,416百万円 

   債券貸借取引受入担保金 849,192百万円 

借用金                42,700百万円 

 上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として

有価証券 215,974百万円、その他の資産（手形交換保証金）16百万円を差し入れております。 

  また、その他資産のうち保証金は9,908百万円、その他資産のうち先物取引差入証拠金は28百万

円であります。    

28.  三井信託銀行株式会社から継承した土地については、土地の再評価に関する法律（平成10年3

月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については「土地再

評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

 再評価を行った年月日  平成10年3月31日 

 同法律第3条第3項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日

公布政令第119号）第2条第1号に定める標準地の公示価格、同条第2号に定める基準地の標準価格

及び同条第3号に定める当該事業用土地の課税台帳に登録されている価格に基づいて、合理的な調

整（時点修正、地域格差及び個別格差の補正）を行って算出しております。  

29. 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金

150,654百万円が含まれております。 

30. 社債には、永久劣後特約付社債121,315百万円が含まれております。 



 

        

31. 新株予約権付社債は全額、劣後特約付転換社債であります。 

32. １株当たりの純資産額  340円 62銭  

「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号平成14年９月

25日）が平成18年１月31日付で改正され、会社法施行日以後終了する中間会計期間から適用されるこ

とになったことに伴い、当中間期から同適用指針を適用し、１株当たり純資産額は「繰延ヘッジ損

益」を含めて算出しております。これにより、従来の方法に比べ１株当たりの純資産額は5円82銭減少

しております。 

33. 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証

券」のほか、「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権が含まれております。以下 34.につい

ても同様であります。 

満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 中間貸借対照表計上額

（百万円） 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

国債 393,960 393,900 △60

その他 75,846 73,776 △2,069

合計 469,806 467,676 △2,130

 

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの 

 該当ありません。 

 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 

(百万円) 

中間貸借対照表計上額

（百万円） 

評価差額 

(百万円) 

株式 419,271 688,305 269,034

債券 1,719,532 1,660,661 △58,870

国債 1,384,842 1,326,764 △58,077

地方債 3,288 3,264 △23

社債 331,401 330,632 △769

その他 788,198 772,943 △15,255

合計 2,927,002 3,121,910 194,908

 

なお、上記の評価差額に組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額12,520百万円を加

えた207,429百万円から繰延税金負債70,603百万円を差し引いた額136,826百万円が、「その他有価証

券評価差額金」に含まれております。 

その他有価証券で時価のあるもののうち、時価が取得原価に比べて著しく下落したものについ

ては、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって

中間貸借対照表価額とし、評価差額を当中間期の損失として処理（以下、「減損処理」とい

う。）しております。 

 当中間期において、その他有価証券で時価のある株式等について4,455百万円の減損処理を行っ

ております。 

 「時価が著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において有価証券の

発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。 

  破綻先、実質破綻先、破綻懸念先    時価が取得原価に比べて下落 



 

        

  要注意先               時価が取得原価に比べて30%以上下落 

  正常先                時価が取得原価に比べて30%以上下落 

 上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した

銘柄については、個別に時価の回復可能性を判定し、取得原価まで回復する可能性があると認め

られる場合を除き、減損処理を実施しております。それ以外の場合は全て、取得原価まで回復す

る見込みがないと判断し、減損処理を実施しております。 

 なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破

綻先とはそれと同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが、今

後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要す

る発行会社、正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先以外の発行会社であ

ります。 

34. 時価評価されていない有価証券のうち、主なものの内容と中間貸借対照表計上額は、次のとおりであ

ります。 

 

内 容 中間貸借対照表計上額(百万円） 

子会社・子法人等株式及び関連法人

等株式 

子会社・子法人等株式 

 

 

254,220 

その他有価証券 

 非上場株式 

 非上場外国証券 

 出資証券 

 

96,962 

5,724 

36,303 

 

35.   現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受入れている有価証券で当中間期末に所有

しているものが73,133百万円あります。これらは、売却又は（再）担保という方法で自由に処

分できる権利を有する有価証券ですが、当中間期末においては当該処分をせずにすべて所有し

ております。 

36.  当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出

を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸

付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、2,063,850百万円

であります。このうち契約残存期間が 1年以内のものが 1,931,274百万円あります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高

そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。こ

れらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、及びその他相当の事由があるときは、

当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が

付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求す

るほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応

じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

37.  従来、その他有価証券に区分されるクレジット・リンク債については、組込デリバティブを組込対

象である現物の金融資産とは区分して時価評価し、評価差額を損益に計上しておりましたが、「その

他の複合金融商品（払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品）に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針第12号平成18年３月30日）が公表されたことに伴い、当中間期から同

適用指針を適用し、組込デリバティブの経済的性格及びリスクが組み込まれた現物の金融資産の経済

的性格及びリスクと緊密な関係にあり、組込デリバティブのリスクが現物の金融資産の当初元本に及

ぶ可能性が低いといえるものについては、現物の金融資産と組込デリバティブ部分を区分せず一体と



 

        

して時価評価し、評価差額（税効果額控除後）を純資産の部に計上しております。なお、この変更に

伴う影響は軽微であります。 

38. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

  繰延税金資産  

貸倒引当金                        24,097百万円 

税務上の繰越欠損金          196,914 

有価証券評価損            31,023 

退職給付引当金                        4,922 

   その他                32,413

  繰延税金資産小計             289,370  

  評価性引当額             △48,955

  繰延税金資産合計            240,415   

  繰延税金負債 

   その他有価証券評価差額金      △70,603 

   その他               △19,330

  繰延税金負債合計           △89,933  

  繰延税金資産（負債）の純額       150,482

39. 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成17年12月９日）お

よび「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号平成17年12月９日）が会社法施行日以後終了する中間会計期間から適用されることになったこ

と等から、｢銀行法施行規則｣(昭和57年大蔵省令第10号)別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を

改正する内閣府令」（内閣府令第60号平成18年４月28日）により改正され、平成18年４月１日以後

開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当中間期から以下のとおり表示を変更

しております。 

(1) 「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権（又は株主資

本及び評価・換算差額等）に区分のうえ表示しております。 

なお、当中間期末における従来の「資本の部」の合計に相当する金額は859,811百万円であります。 

(2) 「利益剰余金」に内訳表示していた「中間未処分利益」は、「その他利益剰余金」の「繰越利益

剰余金」として表示しております。 

(3) 純額で繰延ヘッジ損失として「その他資産」に含めて計上していたヘッジ手段に係る損益又は評

価差額は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損益」として相殺表示しておりま

す。 

(4) 「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。 

(5) 「動産不動産」は、「有形固定資産」、「無形固定資産」または「その他資産」に区分して表示し

ております。 

(6) 「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」に含めて表示しておりま

す。 

40.元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託1,232,097百万円、貸付信託1,178,523百万円であ

ります。 

41.銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ（10）に規定する単体自己資本比率は11.79％であります。 

 



中間損益計算書
平成１８年 ４ 月　１日 から
平成１８年 ９ 月３０日 まで

（単位：百万円） 

科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額

１６４,１７８

１５,１４４   

７０,８１６   

(３６,５８４)  

(３１,４７６)  

４９,９４７   

２,５１７   

１,７３３   

２４,０１９   

１０９,４３２

２５,６０３   

(１０,２３１)  

９,１５９   

８９   

３,３０７   

４９,７９８   

２１,４７３   

５４,７４６

１８,３５４

１９０

７２,９１０

１７４

１０,１００

６２,６３５

信 託 報 酬

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 利 益

法人税、住民税及び事業税

中 間 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

（ ）

(うち有価証券利息配当金)

( う ち 貸 出 金 利 息 ）

( う ち 預 金 利 息 ）

特 定 取 引 費 用



注  1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

2. 1株当たり中間純利益金額      49円 13銭 

3. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額    28円 94銭 

4. 特定取引目的の取引については、取引の約定時点を基準とし、当該取引からの損益を中間損益

計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 

 特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間期中の受払利息等に、有価証券、金銭

債権等については前期末と当中間期末における評価損益の増減額を、派生商品については前期

末と当中間期末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

5． 特別利益には、退職給付信託を一部返還したことによる返還益15,814百万円を含んでおります。 

  



信 　託 　財 　産 　残 　高 　表
（平成１８年９月３０日現在）

  　 (単位：百万円）

　資　　　　　　　産 金　　　　　額 負    　　      債 金　　　　　額

貸 出 金 ９７５,９６５  金 銭 信 託 １,１９９,１９９  

有 価 証 券 ５４,５６６  財 産 形 成 給 付 信 託 １６,４７７  

信 託 受 益 権 ３,６３６  貸 付 信 託 ９４８,８１７  

受 託 有 価 証 券 ２６１  金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託 ３６４  

金 銭 債 権 ２,４８５  有 価 証 券 の 信 託 ２７０  

動 産 不 動 産 ４,１３９,１９２  金 銭 債 権 の 信 託 ３,４８９  

地 上 権 １,７５２  動 産 の 信 託 ９０  

不 動 産 の 賃 借 権 ４,７４７  土 地 及 び そ の 定 着 物 の 信 託 ８０,６６６  

そ の 他 債 権 ５２,７１１  包 括 信 託 ４,３６０,３２５  

銀 行 勘 定 貸 １,１５２,３１７  

現 金 預 け 金 ２２２,０６３  

計 ６,６０９,７０１  計 ６,６０９,７０１  

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　　　２．上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
　　　３．共同信託他社管理財産 １１８,５４２ 百万円
　　　４．元本補てん契約のある信託の貸出金９４６,１１８百万円のうち破綻先債権額は３２５百万円、延滞債
　　　　権額は１１,３０１百万円、３ヵ月以上延滞債権額は５８４百万円、貸出条件緩和債権額は１４,６３５百万円で
　　　　あります。また、これらの債権額の合計額は２６,８４６百万円であります。

（付）　元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む。）の内訳は次のとおりでありま
　　　す。（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

 金    銭    信    託   　 (単位：百万円）

　資　　　　　　　産 金　　　　　額 　負　　　　　　債 金　　　　　額

貸 出 金 ３４４,４９７  元 本 １,２３２,０９７  

有 価 証 券 ３０,３１０  債 権 償 却 準 備 金 ４９  

そ の 他 ８５７,１７７  そ の 他 △ １６０  

計 １,２３１,９８６  計 １,２３１,９８６  

 貸    付    信    託   　 (単位：百万円）

　資　　　　　　　産 金　　　　　額 　負　　　　　　債 金　　　　　額

貸 出 金 ６０１,６２０  元 本 １,１７８,５２３  

有 価 証 券 ２０,１０４  特 別 留 保 金 ６,３９５  

そ の 他 ５６３,７８６  そ の 他 ５９１  

計 １,１８５,５１１  計 １,１８５,５１１  


	公表ＢＳ1809.pdf
	1809BS注記11月③番号無し.pdf
	公表ＰＬ1809.pdf
	ＰＬ(正) (業報)

	1809 pl注記②番号無し.pdf
	信託財産残高表(18年9月末).pdf
	百万円単位(中間) (2)


